
（1）経営発達支援事業（平成29年4月1日～令和4年3月31日）

　①経営状況の分析

　②事業計画の策定支援

　③事業計画策定後の実施支援

　④新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

（2）事業継続力強化支援事業

・経営計画策定支援セミナーの開催（BCP計画作成支援）
・市と連携した新設事業継続力強化支援計画の作成

重点事業

会費 9,700 経営改善
普及事業費 47,465

県補助金 35,344

令和２年度本会の「予算」及び「重点事業」について

17,662

収入科目 金額 支出科目 金額 【1】中小・小規模事業者の持続的な発展に関すること

市補助金 13,716 記帳機械化
事業費 11,830

2,000
使用料 770

　　　　　　　　　　　　予　算　　　　（単位：千円）

手数料 10,870

→裏面に給付金・補助金についてのお知らせあり！

補助員 　渡邉　聡史

記帳専任職員 　平井　友美子

経営指導員 　原田　将史

記帳指導員 　松本　薫

記帳指導員　　 　松本　芳枝

記帳普及員 　藤井　知子

由宇支所

経営指導員 　中野　陽喜

　出雲　忠

連合会受託料 75
【２】地域経済活性化に資する事業の推進

共済受託料 2,820 受託事業費

特別会計繰入金 5,800

全国連補助金

5,375一般事業費

8,350 350
【３】一般事業

　　　令和２年度　岩国西商工会事務局一覧表（6/1現在）

本所・周東支所

引当金繰入収入 資産取得支出
　①会員増強による商工会組織基盤の強化

雑収入 1,207 引当費
　②収益事業推進による商工会財政基盤の強化

　③青年部員・女性部員増強による組織強化及び
　　　事業活性化90,763

管理費

前期繰越剰余金 111 予備費 81
合計 90,763

経営指導員 　高尾　次郎

事務局長 　国重　文治

補助員 　松森　亮次

記帳指導員

経営指導員 　山徳　健太郎

記帳専任職員 　弘中　昭子

　宮本　浩子

一般職員

合計

8,000

玖珂支所

　「令和２年度通常総代会」令和２年５月２５日に予定しておりました通常総代会につきまして、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大状況の緊急性に鑑み、書面決議による通常総代会に代えさせていただくこ
とといたしました。書面決議において総代の過半数から賛成の署名を頂きましたのでご報告いたしま
す。
　つきましては、今年度の事業概要等を下記の通り報告します。
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持続化補助金（一般型）

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資限度額：6,000万円（別枠）

利率（年）：基準利率（3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9％）

担保：無担保

要件：①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少している方

　　　　　②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が

　　　　　　※「実質無利子化」は、ご返済の際に支払った利子について、公庫以外の実施機関から

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの主な支援制度はこちら！！

新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金（食品営業許可証を有する）

給付額：法人は200万円以下、個人事業者は100万円以下/開始時期：令和2年5月1日～令和３年１月15日

対象 ：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

給付額：１店舗につき１０万円　/　開始時期：令和２年５月７日～令和２年６月３０日（消印有効）

対象：市内で食事提供施設を営業する事業所及び県の休業要請に協力した事業所（飲食店営業・喫茶店営業）

対象：売上が前年同月比で50％以上減少している事業者2019年以前から営業

雇用調整助成金の特例

対象：山口県内の食事提供施設を営業する事業者（飲食店営業・喫茶店営業）

給付額：１事業者当たり１０万円（定額）※複数店舗を運営している場合も１事業者として扱う

開始時期：令和２年５月１１日～６月３０日（消印有効）

補助率 ：小規模2/3（補助上限50万円）

申請締切：令和2年10月2日（消印有効）

いわくに経営応援助成金（食品営業許可証を有する）

持続化給付金（売上が50％減ってしまった）

　　　　　　　次のいずれかと比較して5％以上減少している方

　　　　　　　　利子補給を受けることで、利子が実質的に無利子になるというものです

返済期間：設備資金 20年以内（うち据置期間5年以内）

　　　　　　運転資金 15年以内（うち据置期間5年以内）

対象 ：小規模事業者 等

助成率 ：休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額

緊急対応期間：令和２年４月１日から令和２年６月３０日

給 付 金

国

県

市

販路開拓

金融支援

国

国

詳しくは、商工会各支所に

お問い合わせ下さい。

５月２５日時点

国


